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1 総則 

1.1 適用範囲  

 この仕様書は，陸上自衛隊におけるＩＴ利用装備品等又はＩＴ利用装備品等に関する役務の調達に当

たり，適用するサプライチェーン・リスク対応に関わる共通事項を規定する。 

1.2 用語及び定義 

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。 

1.2.1 

ＩＴ利用装備品等 

 プログラム若しくはソースコードを導入された電子部品，機器などが組み込まれた装備品等（構成品，

試作品などを含む。）若しくはソフトウェアその他の電子計算機情報をいう。 

1.2.2 

サプライチェーン・リスク 

 装備品等又は役務の調達に際し，契約物品（役務対象物品又は寄託品を含み，ソフトウェアその他の

電子計算機情報を含む。以下同じ。）又は官給品等の取扱いに係るサプライチェーンにおいて情報の漏

えい若しくは破壊又は機能の不正な停止，暴走その他の障害等のリスク（未発見の意図せざるぜい弱性

を除く。）が潜在するソースコード，プログラム，電子部品，機器などの埋込み又は組込みその他官側

の意図せざる変更が行われるリスクをいう。 

1.2.3 

障害等リスク 

情報の漏えい若しくは破壊又は機能の不正な停止，暴走その他の障害等のリスク（未発見の意図せざ

るぜい弱性を除く。）をいう。 

1.2.4 

ソースコード等 

装備品等に用いられるソースコード，プログラム，電子部品，機器などをいう。 

1.2.5 

官給品等 

契約の相手方が，当該契約の履行のために防衛省が支給又は貸与する材料，部品，機器，治工具， 

測定具など（ソフトウェアその他の電子計算機情報を含む。）をいう。 

1.2.6 

情報システム 

“防衛省の情報保証に関する訓令”第２条第２号に規定する情報システム（同訓令第３条において適

用しないとしたものを除く。）をいう。 

調達要求番号： 

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書 
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1.3 引用文書等 

1.3.1 引用文書 

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成す

ものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 

a) 仕様書 

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１ 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書 

b) 法令等 

  防衛省の情報保証に関する訓令（平成１９年防衛省訓令第１６０号） 

1.3.2 関連文書 

 情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置について（通達） 

［防装庁（事）第３号（３１．１．９）］ 

 情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置の細部事項につい 

て（通知）［装プ武第１８８号（３１．１．９）］ 

 情報システムの借上に係る撤去役務の取扱いについて（通知）［装管調第３８０号（令和２年１月 

 ４日）］ 

 ＩＴ利用装備品等及びＩＴ利用装備品等関連役務の調達におけるサプライチェーン・リスクへの対 

 応について（通知）［装管調第８０７号（令和３年１月２１日）］ 

 ＩＴ利用装備品等及びＩＴ利用装備品等関連役務の調達におけるサプライチェーン・リスクへの対 

 応に関する事務処理要領について（通知）［装管調第８０８号（令和３年１月２１日）］ 

 情報システムにおけるリスク管理枠組み（ＲＭＦ）実施要領について（通知）［防整サ第１４５５ 

 １号（令和５年７月３日）］ 

 

2 ＩＴ利用装備品等サプライチェーン・リスク対応に関する要求 

2.1 製品に関する要求 

2.1.1 機能・性能 

契約物品（寄託品を含む。）は，障害等リスクが潜在すると契約の相手方が知り，又は知り得るべき 

ソースコード等の埋込み又は組込み，その他官側の意図しない変更が行われていないものでなければな

らない。 

2.1.2 品質管理 

品質管理は，次による。 

a) 契約物品（寄託品を含む。）は，障害等リスクが潜在すると契約の相手方が知り，又は知り得る

べきソースコード等の埋込み又は組込みその他官側の意図しない変更が行われない相応の管理そ

の他の契約の相手方（下請負者，再委託先などを含む。）による適正な品質管理の下で製作され

たもの（であって，その品質を保証されたもの）でなければならない。 

b) 製造請負等の実施に当たり，契約の相手方（下請負者，再委託先などを含む。）は，官給品等につ

いて 2.1.2 a)と同等の管理を行い，障害等リスクが潜在すると知り，又は知り得るべきソースコー

ド等の埋込み又は組込み，その他官側の意図しない変更を行ってはならない。 
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2.2 役務に関する要求 

役務の実施に当たり，契約の相手方（下請負者，再委託先などを含む。）は，役務対象物品又は官

給品等について，障害等リスクが潜在すると知り，又は知り得るべきソースコード等の埋込み又は組

込み，その他官側の意図しない変更を行わず，かつ，そのために必要な相応の管理を行わなければな

らない。 

 

3 仕様書に関する疑義 

この仕様書に関する疑義は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の 8.3による。 
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